
太田市子ども・子育て支援法等の施行に関する要綱 

（趣旨） 

第１条　この要綱は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）の

施行に関し、子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）及び子ども・子育て

支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「府令」という。）に定めるもののほか、

必要な事項を定めるものとする。       

（労働時間に係る支給要件） 

第２条　府令第１条の５第１号に規定する市が定める時間は、６４時間とする。 

（求職活動における教育・保育給付認定期間） 

第３条　府令第８条第４号ロに規定する市が定める期間は、９０日とする。 

（施設等利用給付認定の有効期間） 

第４条　府令第２８条の５第４号ロに規定する市が定める期間は、９０日とする。 

（施設等利用給付認定の取消し） 

第５条　施設等利用給付認定保護者は、法第３０条の９第１項各号に掲げるいずれかの場合に該

当したとき、又は保育を必要とする事由に該当しなくなったときは、その旨を届け出るものと

する。 

（特定教育・保育施設の確認の通知等） 

第６条　市長は、法第３１条第１項若しくは第４３条第１項、第３２条第１項若しくは第４４条

第１項又は第５４条の２第２項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をし

たときは、その通知を申請者に交付するものとする。  

（特定教育・保育施設の確認の取消し等の通知） 

第７条　市長は、法第４０条第１項、第４８条第１項又は第５２条第１項の規定による確認の取

消し又は停止をしたときは、通知するものとする。  

（業務管理体制の整備に関する事項の届出） 

第８条　法第５８条の６第１項の規定による確認の辞退は、その旨を市長に提出することにより

行うものとする。 

（手続き等の様式） 

第９条　次に掲げる手続き等の様式は、市長が別に定める。 

（１）　法第２０条第１項の規定による認定の申請 

（２）　法第２０条第４項後段に規定する支給認定証 

（３）  法第２０条第４項前段、同条第５項及び第６項に規定する通知  

（４）　府令第７条の規定による利用者負担額に関する通知 

（５）　府令第９条第１項の規定による届出 



（６）　府令第９条第４項の規定による利用者負担額の変更に関する通知 

（７）　法第２３条第１項の規定による申請 

（８）　法第２３条第３項において読み替えて準用する法第２０条第４項前段に規定する変更の

認定に係る通知 

（９）　府令第１２条第１項の規定による職権による教育・保育給付認定の変更を行う旨の通知 

（１０）　府令第１２条第２項の規定による支給認定証の提出を求める旨の通知 

（１１）　府令第１４条の規定による教育・保育給付認定の取消しを行った旨の通知 

（１２）　府令第１５条の規定による申請内容の変更の届出 

（１３）　府令第４条の２の規定による支給認定証の交付及び府令第１６条の規定による支給認

定証の再交付の申請 

（１４）　法第３０条の５第１項の規定による認定の申請 

（１５）　法第３０条の５第３項から第５項までの規定による通知 

（１６）　府令第２８条の６第１項の規定による届出 

（１７）　法第３０条の８第１項の規定による申請 

（１８）　法第３０条の４第１号に掲げる小学校就学前の子どもに係る法第３０条の５に規定す

る認定を受けた同条第３項に規定する施設等利用給付認定保護者による前号に掲げる申請 

（１９）　法第３０条の８第３項において読み替えて準用する法第３０条の５第３項の規定によ

る変更の認定に係る通知 

（２０）　府令第２８条の９の規定による職権による施設等利用給付認定の変更を行う旨の通知 

（２１）　第５条に規定する施設等利用給付認定取消の届出 

（２２）　府令第２８条の１１の規定による施設等利用給付認定の取消しを行った旨の通知 

（２３）　府令第２８条の１２第１項の規定による申請内容の変更の届出 

（２４）　第１３条の３の規定による施設等利用給付認定通知書の再発行の申請 

（２５）　法第３１条第１項及び府令第２９条第１項の規定による特定教育・保育施設の確認の

申請 

（２６）  法第４３条第１項及び府令第３９条第１項の規定による特定地域型保育事業者の確認

の申請 

（２７）　法第３２条第１項又は第４４条第１項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域

型保育事業者（以下「特定教育・保育施設等」という。）の確認の変更に係る申請 

（２８）　法第３５条第１項又は第４７条第１項の規定による特定教育・　保育施設等の名称等

の変更に係る届出 

（２９）　法第３５条第２項又は第４７条第２項の規定による特定教育・保育施設等の利用定員

の減少に係る届出 



（３０）　第６条に規定する特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をした通知の交付 

（３１）　第７条に規定する確認の取消し又は停止をした通知 

（３２）　府令第４６条第１項に規定する特定保育・保育提供者の業務管理体制の整備に関する

事項に係る届出 

（３３）　府令第４６条第２項に規定する特定保育・保育提供者の業務管理体制の整備に関する

変更事項に係る届出 

（３４）　法第５８条の２第１項及び府令第５３条の２の規定による特定子ども・子育て支援施

設等の確認の申請 

（３５）　法第５８条の５の規定による特定子ども・子育て支援施設等の名称等の変更に係る届

出 

（３６）　第８条に規定する確認辞退の届出の提出 

（３７）　法第４４条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の申請 

（３８）　法第４７条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の変更の届出 

（３９）　法第４８条の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の辞退の届出 

（４０）　法第５４条の２第２項の規定による特定乳児等通園支援事業者の確認の申請 

（その他） 

第１０条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。    

（準備行為） 

２　法第２０条の規定による教育・保育給付認定の手続、法第３１条の規定による特定教育・保

育施設の確認の手続、法第４３条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続その他の行

為は、この要綱の施行の日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。 

附　則 

この要綱は、平成２９年２月１日から施行する 

附　則 

この要綱は、平成２９年９月１日から施行する 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、平成３１年３月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の太田市子ども・子育て支援法等の施行



に関する要綱の様式第１号、様式８号及び様式第１１号による用紙については、当分の間、こ

れを取り繕って使用することができる。 

附　則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附　則 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

　附　則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式第１号及び様式第８号による用紙

については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式第６号、様式第１２号の２及び様

式第１２号の６による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式第１号から様式第２４号までによ

る用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

　　附　則 

　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


